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2. 社会背景
2.1 子どもの現状
　少子化・核家族化が進行し、子ども達がお互いに影響し
合って活動する機会が減少するなど、様々な体験の機会が
失われている。また、都市化に伴い、子どもの生活空間の
中に身近な自然が失われ、自然に触れながら遊ぶ場所が極
めて少なくなっている。さらに情報化が進み、インターネッ
ト等の情報機器が普及し、直接的に関わることなく仲間と
交流し、新たな情報に接することが可能なった。このように、
間接体験や擬似体験が増大した事により直接体験が不足し、
社会性や生活能力、体力・運動能力の低下等、子どもを取
り巻く環境が変化し、生活に大きな影響を与えている。こ
れを受け、文部科学省は豊かな体験活動推進事業

［注１］
の中で、

体験活動は、「感覚（体験）→思考（ふりかえり）→実践（活用）」
という「学び」の過程をたどり、具体的な体験や物事との
関わりを通して、感動したりしたり、驚いたりしながら実
際の生活や社会、自然の在り方を学ぶことが重要であると
提唱している ( 図 1)。自然や社会、人と関わることで五感を
活性化させ、自ら学び、自ら考える力などの生きる力の基盤、
子どもの成長の糧としての向上が期待されている。

2.3 地方と都市の教育格差
　都市は、教育費全体に占める社会教育費の割合、社会教
育関連職員数、社会教育施設数、公立図書館の蔵書数、社
会教育事業数等の優位性が高く、地方との教育格差が生じ
ている。また、地方では、東日本大震災を踏まえ、学校施
設の津波対策や耐震対策、防災機能の確保、孤立集落対策
など、速急な対応が求められる。

3. 計画方針
　建替えが具体的に計画されている小方小・中学校をケー
ススタディとし、今後、小中一貫校の基盤になると期待さ
れる三鷹方式の教育ビジョンを取り入れる。地域の風土を
活かした自然体験を通して子どもの教育や育成を推進する
と伴に、地域の交流拠点の場となる小中一貫校を計画する。
3.1 小中一貫教育校の施設一体型
　一体型の校舎とすることで、9 年間を見通した教育により
「中一ギャップ」への効果を図ると伴に、異年齢集団間の交
流で行われる体験学習等を通して人間性や社会性の育成を
図ることを目的として計画を行う。

2.2 教育の現状
2006 年 に 60 年
ぶりに「教育基本
法」

［注２］
が改正さ

れ、新しい教育の
基本理念が示され
た。こ れ を 受 け
て、2008 年に「小
学校・中学校学習
指導要領」

［注３］
が

改訂され、子ども
の確かな学力、豊
かな心、健やかな
体の調和を重視す
る「生きる力」を
育む学校教育が推
進された。さらに
2010 年 に 入 り、
学校施設整備についての目標（「新たな学校施設づくりのア
イディア集」

［注４］
「環境を考慮した学校施設の整備推進」

［注

５］
）を次々に発表した。そして現在、新しい教育のあり方と
して 、9 年間の継続した教育活動を行うことにより、「中一
ギャップ」等の問題を解決すると伴に、子ども一人一人へ
の理解を深め、個性の伸長と指導の充実が見込まれる小中
一貫教育が推進されている。また、にしみたか学園

［注６］
の

コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育は、独
自の方針により文部科学省で「三鷹方式」と呼ばれ、地域
との共同や学力の保障等を促進するのに有効な汎用性のあ
るモデル校として全国的に認知されている。今後、地域と
の積極的な関係性や環境を配慮した学校設備等、新しい教
育に対する学校建築のあり方を考え直す必要性があると考
えられる。 

図１　体験による教育効果

図 2　子どもの法令の動向

1. はじめに
　近年、少子高齢化、核家族化、情報化、都市化の急変等
の問題は、子どもの生活に大きな影響を与えており、教育
を取り巻く環境が大きく変化している。特に、間接体験や
疑似体験の機会が圧倒的に多くなった今、子どもの成長に
とって負の影響を及ぼしている事が懸念されている。これ
を受け、2008 年に学習指導要領が改訂され、各教科の改善
と総合的な学習の関係を見直し、言語活動、体験活動の重視、
道徳教育の充実などが推進された。さらに、現在の社会情
勢にふさわしい教育のあり方が求められており、小学校・
中学校の義務教育を 9 年間という大きな枠組みの中で教育
方法を見直す小中一貫教育や保護者や地域の声を学校運営
に参画するコミュニティ・スクールが注目されている。今後、
学校教育に寄せられる期待は一層高まり、学校施設そのも
ののあり方を考え直す節目に来ていると考えられる。 
　本計画は、小中学校の移転が実際に計画されている存在
する広島県大竹市小方小中学校をケーススタディとするも
のである。新しい体験教育・地域の交流拠点となる小中一
貫校を計画・設計する。

広島県大竹市小方地区における小中一貫校の提案

ー地域交流と体験活動を取り入れた新たな学校施設の設計－
日本大学大学院理工学研究科海洋建築工学専攻
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5. 建築計画
5.1 全体計画

役割をも果たす。敷地特性を生かした計画を与える。4 方向
の異なる特性に対応するため、ロの字型を活用する。これ
により、様々な対応が考えられる。さらに、中央部のビオトー
プを介して運動場と広場を設け、ロの字型でスポーツ施設、
地域施設、環境系特別教室、創作系特別教室の間隔を空け
て囲うことで多様な空間の連続性を創出する。

5.2 導入機能及び規模計画
　小方小・中学校の現状や周辺環境、計画方針，近年の教
育動向を踏まえて、機能・規模を算定する。

5.3  動線計画
生徒動線と教師動線、地域住民動線の 3 カ所からなる。
< 生徒動線 > 正門から入り、ビオトープの橋を渡ると東側
が 1.2 年生、中央が 4～6 年生、西側が 6～9 年生の昇降口
から階段で二階に上がり教室へと向かう。
< 教師動線 > 西側からアクセスし管理室に入る。そして、
二階に上がり職員室へと向かう。
< 地域住民動線 >西側に配置してある地域開放スペースや

表 1　導入機能及び規模計画

図 5　全体計画地

4. 基本計画
4.1 敷地選定
計画地は、広島県大竹市晴海１丁目に位置し、瀬戸内海に
隣接する場所を選定（図３）。

4.2 地域特性
・ 瀬戸内海に浮かぶ離島が自然の防波堤となり、敷地周辺に
静穏な海域を確保することができる。
・三倉岳を中心とした三倉岳県立自然公園をはじめ、小瀬川
の豊かな水や広島港の牡蠣の養殖など、山・川・海の自然
に恵まれた地域である。
・小瀬川の水を活用した伝統的な手すき和紙や地域の伝統文
化として引き継がれてきた和太鼓や大竹祭りなど大竹独自
の文化が育まれている。
・ 隣接する瀬戸内海は、宮島や輸送の航路、水軍等海との関
係性が深い風土と歴史を有している。
・ 中心市街地より近いため災害の発生時の移動距離が少ない
ため、迅速に避難できる。
・ 現在の小・中学校と移転距離が 600m と少ないため通学路
の大幅な変更がない。
・ 海を活用した郷土・風土教育が可能である。
4.3 広島県大竹市小方地区小中学校の現状
　山や川、海に恵まれた広島県は子どもとって良い環境で
ある。しかし、少子化の進展により、充実した教育環境の
維持が困難となりつつある。これを受け、 21 世紀を主体的
に生きていく人間の基盤づくりのために、教育水準の向上

と特色ある学校づくりに努め、広島県が所有する自然や伝
統文化、地域住民などに触れ合いながら教育活動を取り組
むことを推進している。そして現在、老朽化により耐震補
強が必要な学校施設として、広島県西部にある小方小中学
校は、大願寺地区に移転・建築を進めている。しかし、通
学路の大幅な変更や南海地震による土砂崩れが想定される
地域と指定
されており、
子どもの教
育 現 場、災
害時の緊急
避難場所と
して適切な
地域と言え
ないのが現
状である。

本 計 画 は、
敷地全体を
自然の地形
のように起
伏をもたせ、
高低差のあ
る広場を創
出すると伴
に、盛 土 に

図 3　計画地

図 4　広島県大竹市立小方小中学校の現状

宮島口

宮島

厳島神社

岩船岳

大竹港

阿多田島

小黒神島

大奈佐美島

大竹市役所
手漉き和紙

水軍

大竹市

N

広島県

玖珂群

岩国山

厳島海峡

牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場

牡蠣の養殖場

航路

航路

航路

航路
牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場

牡蠣の養殖場牡蠣の養殖場

山陽
新幹
線

絵の島

0 51 10(KM)

3.2 自然環境の積極的な利活用
　特定の教科等や学級での取組みを通じて、活動計画、評
価計画等を持ち、持続的かつ系統的な教育活動としての役
割を果たす。さらに、身近な自然を観察、体験する事で四
季による生活、環境・生物の変化への興味・関心、意欲を
向上することを目的として計画を行う。
3.3 地域の交流拠点づくりとしての利活用
　家庭や地域住民と伴に子どもを育てる場、地域住民の学
習・交流拠点の場として、地域に親しまれる学校とする。
さらに、職業体験を通じて自然と培ってきた地域の歴史や
産業、伝統文化を子どもに伝達し、伝統文化を継承してい
く事を目的として計画を行う。 
3.4 災害時避難所としての有効活用
　東日本大震災を踏まえ、大規模災害が発生した場合は学
校施設を開放し、地域住民の避難スペースを確保する。また、
生活に必要な環境設備を設け、仮設住宅が出来るまでの期
間を補う事を目的として計画を行う。
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5. 建築計画
5.1 全体計画

役割をも果たす。敷地特性を生かした計画を与える。4 方向
の異なる特性に対応するため、ロの字型を活用する。これ
により、様々な対応が考えられる。さらに、中央部のビオトー
プを介して運動場と広場を設け、ロの字型でスポーツ施設、
地域施設、環境系特別教室、創作系特別教室の間隔を空け
て囲うことで多様な空間の連続性を創出する。

5.8 景観計画
　大竹市の固有の文化・伝統・歴史や周辺の自然環境に調
和した建築を表現し、町並みと一体化した景観を生み出す。
大きな一つの建物で構成し、地域の核となる施設として存
在感を表す。また、建築高を低層とし伊達屋根を高低差や
角度を変えて細分化することにより、町並みや風景との調
和を図る。屋根瓦は広島県で生産される石州赤瓦をモチー
フとして用いる。外装は塩害対策として伝統的な材料であ
る焼杉とする。
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7. 図面・写真

5.7 環境計画
　季節風により、夏期は南・東側の建築密度を減らし、海
から通風を取り込む。さらに、屋根を日照に合わせてトッ
プライトを設け、夏は直接光を遮断する。一方、冬は北・
西側の建築密度を増し、感風を遮断する。また、屋上や広
場に太陽光パネルを設け、太陽エネルギーを利用したソー
ラー発電を行う。

5.2 導入機能及び規模計画
　小方小・中学校の現状や周辺環境、計画方針，近年の教
育動向を踏まえて、機能・規模を算定する。

5.3  動線計画
生徒動線と教師動線、地域住民動線の 3 カ所からなる。
< 生徒動線 > 正門から入り、ビオトープの橋を渡ると東側
が 1.2 年生、中央が 4～6 年生、西側が 6～9 年生の昇降口
から階段で二階に上がり教室へと向かう。
< 教師動線 > 西側からアクセスし管理室に入る。そして、
二階に上がり職員室へと向かう。
< 地域住民動線 >西側に配置してある地域開放スペースや

5.5  施設計画
一階レベルは、機能を個々に分散配置し、折戸を用いる事
で開放的な場を生み出す。教室の枠にとらわれず授業を行
う事が可能となり、休み時間には子どもが内外に関係なく、
建物と広場を一体的に利用しながら遊び回る事が出来る。
1) 地域施設　住宅と密接に関わるよう道路から容易にアク
セス出来ることを意図した。施設を常時開放し、地域住民
が学校運営に参画すると伴に、地域の交流の場としての役
割をも果たす。また、住民に災害時の緊急避難場所として
の存在を位置づける。
2) 特別教室　ビオトープと接するように東側に理科室・化
学室・生物室を設ける。教室とビオトープを一体的に利用
する事で、生息生物・生息環境を通して、四季に合わせた
自然環境の学習を行う事ができる。また、施設を平日のイ
ベント時に開放し、郷土に伝わる歴史や産業、伝統文化の
指導の場として利用し、継承と創造への関心を高める。
3) 学校施設　教室機能を回廊で結ぶ事により小学生と中学
生、先生が交流する事を可能とする。授業空間は連続的あ
るいは一体的に利用する事を可能とする。また、職員室は
中央の吹き抜けから下部を視認する事が出来るため、学校
全体を把握する事が可能である。教室計画は低学年は学年
ごとに活動できるよう教務室や教材室で区切る。高学年は
各クラスで空間を連続的に利用する事が出来る。空間を折
戸で仕切ることで弾力的な展開利用を可能とする。折戸は
格子とし、視線や空間が繋がる。

住宅街 公園

瀬戸内海

図書館には直接アクセスする事が可能である。また、休日
は建物の隙間を全て開放し、中央の広場に自由にアクセス
する事が可能となる。

表 1　導入機能及び規模計画

図 5　全体計画地

5) 避難所への転換
　主に体育館を避
難所とする。さら
に、武道館は畳敷
きとし、高齢者や
乳幼児の避難所と
して利用する。各
機能を全面開放
し、避難所のバッ
クアップを行う。
屋上は陸屋根と
し、避難を可能と
する。

4. 基本計画
4.1 敷地選定
計画地は、広島県大竹市晴海１丁目に位置し、瀬戸内海に
隣接する場所を選定（図３）。

4.2 地域特性
・ 瀬戸内海に浮かぶ離島が自然の防波堤となり、敷地周辺に
静穏な海域を確保することができる。
・三倉岳を中心とした三倉岳県立自然公園をはじめ、小瀬川
の豊かな水や広島港の牡蠣の養殖など、山・川・海の自然
に恵まれた地域である。
・小瀬川の水を活用した伝統的な手すき和紙や地域の伝統文
化として引き継がれてきた和太鼓や大竹祭りなど大竹独自
の文化が育まれている。
・ 隣接する瀬戸内海は、宮島や輸送の航路、水軍等海との関
係性が深い風土と歴史を有している。
・ 中心市街地より近いため災害の発生時の移動距離が少ない
ため、迅速に避難できる。
・ 現在の小・中学校と移転距離が 600m と少ないため通学路
の大幅な変更がない。
・ 海を活用した郷土・風土教育が可能である。
4.3 広島県大竹市小方地区小中学校の現状
　山や川、海に恵まれた広島県は子どもとって良い環境で
ある。しかし、少子化の進展により、充実した教育環境の
維持が困難となりつつある。これを受け、 21 世紀を主体的
に生きていく人間の基盤づくりのために、教育水準の向上

と特色ある学校づくりに努め、広島県が所有する自然や伝
統文化、地域住民などに触れ合いながら教育活動を取り組
むことを推進している。そして現在、老朽化により耐震補
強が必要な学校施設として、広島県西部にある小方小中学
校は、大願寺地区に移転・建築を進めている。しかし、通
学路の大幅な変更や南海地震による土砂崩れが想定される
地域と指定
されており、
子どもの教
育 現 場、災
害時の緊急
避難場所と
して適切な
地域と言え
ないのが現
状である。

本 計 画 は、
敷地全体を
自然の地形
のように起
伏をもたせ、
高低差のあ
る広場を創
出すると伴
に、盛 土 に

図 3　計画地

図 4　広島県大竹市立小方小中学校の現状
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2. 社会背景
2.1 子どもの現状
　少子化・核家族化が進行し、子ども達がお互いに影響し
合って活動する機会が減少するなど、様々な体験の機会が
失われている。また、都市化に伴い、子どもの生活空間の
中に身近な自然が失われ、自然に触れながら遊ぶ場所が極
めて少なくなっている。さらに情報化が進み、インターネッ
ト等の情報機器が普及し、直接的に関わることなく仲間と
交流し、新たな情報に接することが可能なった。このように、
間接体験や擬似体験が増大した事により直接体験が不足し、
社会性や生活能力、体力・運動能力の低下等、子どもを取
り巻く環境が変化し、生活に大きな影響を与えている。こ
れを受け、文部科学省は豊かな体験活動推進事業

［注１］
の中で、

体験活動は、「感覚（体験）→思考（ふりかえり）→実践（活用）」
という「学び」の過程をたどり、具体的な体験や物事との
関わりを通して、感動したりしたり、驚いたりしながら実
際の生活や社会、自然の在り方を学ぶことが重要であると
提唱している ( 図 1)。自然や社会、人と関わることで五感を
活性化させ、自ら学び、自ら考える力などの生きる力の基盤、
子どもの成長の糧としての向上が期待されている。

2.3 地方と都市の教育格差
　都市は、教育費全体に占める社会教育費の割合、社会教
育関連職員数、社会教育施設数、公立図書館の蔵書数、社
会教育事業数等の優位性が高く、地方との教育格差が生じ
ている。また、地方では、東日本大震災を踏まえ、学校施
設の津波対策や耐震対策、防災機能の確保、孤立集落対策
など、速急な対応が求められる。

3. 計画方針
　建替えが具体的に計画されている小方小・中学校をケー
ススタディとし、今後、小中一貫校の基盤になると期待さ
れる三鷹方式の教育ビジョンを取り入れる。地域の風土を
活かした自然体験を通して子どもの教育や育成を推進する
と伴に、地域の交流拠点の場となる小中一貫校を計画する。
3.1 小中一貫教育校の施設一体型
　一体型の校舎とすることで、9 年間を見通した教育により
「中一ギャップ」への効果を図ると伴に、異年齢集団間の交
流で行われる体験学習等を通して人間性や社会性の育成を
図ることを目的として計画を行う。

3.2 自然環境の積極的な利活用
　特定の教科等や学級での取組みを通じて、活動計画、評
価計画等を持ち、持続的かつ系統的な教育活動としての役
割を果たす。さらに、身近な自然を観察、体験する事で四
季による生活、環境・生物の変化への興味・関心、意欲を
向上することを目的として計画を行う。
3.3 地域の交流拠点づくりとしての利活用
　家庭や地域住民と伴に子どもを育てる場、地域住民の学
習・交流拠点の場として、地域に親しまれる学校とする。
さらに、職業体験を通じて自然と培ってきた地域の歴史や
産業、伝統文化を子どもに伝達し、伝統文化を継承してい
く事を目的として計画を行う。 
3.4 災害時避難所としての有効活用
　東日本大震災を踏まえ、大規模災害が発生した場合は学
校施設を開放し、地域住民の避難スペースを確保する。また、
生活に必要な環境設備を設け、仮設住宅が出来るまでの期
間を補う事を目的として計画を行う。

2.2 教育の現状
2006 年 に 60 年
ぶりに「教育基本
法」

［注２］
が改正さ

れ、新しい教育の
基本理念が示され
た。こ れ を 受 け
て、2008 年に「小
学校・中学校学習
指導要領」

［注３］
が

改訂され、子ども
の確かな学力、豊
かな心、健やかな
体の調和を重視す
る「生きる力」を
育む学校教育が推
進された。さらに
2010 年 に 入 り、
学校施設整備についての目標（「新たな学校施設づくりのア
イディア集」

［注４］
「環境を考慮した学校施設の整備推進」

［注

５］
）を次々に発表した。そして現在、新しい教育のあり方と
して 、9 年間の継続した教育活動を行うことにより、「中一
ギャップ」等の問題を解決すると伴に、子ども一人一人へ
の理解を深め、個性の伸長と指導の充実が見込まれる小中
一貫教育が推進されている。また、にしみたか学園

［注６］
の

コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育は、独
自の方針により文部科学省で「三鷹方式」と呼ばれ、地域
との共同や学力の保障等を促進するのに有効な汎用性のあ
るモデル校として全国的に認知されている。今後、地域と
の積極的な関係性や環境を配慮した学校設備等、新しい教
育に対する学校建築のあり方を考え直す必要性があると考
えられる。 

図１　体験による教育効果

図 2　子どもの法令の動向

図 6　動線計画図
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1. はじめに
　近年、少子高齢化、核家族化、情報化、都市化の急変等
の問題は、子どもの生活に大きな影響を与えており、教育
を取り巻く環境が大きく変化している。特に、間接体験や
疑似体験の機会が圧倒的に多くなった今、子どもの成長に
とって負の影響を及ぼしている事が懸念されている。これ
を受け、2008 年に学習指導要領が改訂され、各教科の改善
と総合的な学習の関係を見直し、言語活動、体験活動の重視、
道徳教育の充実などが推進された。さらに、現在の社会情
勢にふさわしい教育のあり方が求められており、小学校・
中学校の義務教育を 9 年間という大きな枠組みの中で教育
方法を見直す小中一貫教育や保護者や地域の声を学校運営
に参画するコミュニティ・スクールが注目されている。今後、
学校教育に寄せられる期待は一層高まり、学校施設そのも
ののあり方を考え直す節目に来ていると考えられる。 
　本計画は、小中学校の移転が実際に計画されている存在
する広島県大竹市小方小中学校をケーススタディとするも
のである。新しい体験教育・地域の交流拠点となる小中一
貫校を計画・設計する。

広島県大竹市小方地区における小中一貫校の提案

ー地域交流と体験活動を取り入れた新たな学校施設の設計－
日本大学大学院理工学研究科海洋建築工学専攻
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